
(1) 

日本私立学校振興・共済事業団の助成業務に関する第２期中期計画 

 

（序文） 

日本私立学校振興・共済事業団法（平成９年法律第４８号）第２６条の規定により、日本

私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」という。）が助成業務に関する中期目標を達成

するための計画を次のとおり定める。 

 

（基本方針） 

(1) 事業団の助成業務は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定を図るため、補助金

の交付、資金の貸付け、受配者指定寄付金の受入れ・配付、学術研究振興資金の交付、経営相談そ

の他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行い、もって私立学校教育の振

興に資することを目的としている。 

近年、少子化等の影響により学校法人を取り巻く環境は大変厳しいものがある。現在、学校法人

は組織の見直し、教育研究面、経営・財政面の改革等の取組を真剣に進めており、具体的な私学振

興方策の中核的な担い手である事業団の果たす役割はますます重要なものとなってきている。 

このような状況の中で事業団は、今後とも国の基本的な政策目標を踏まえ、私学団体等との連携

を図りつつ、学校法人に対する経営支援をはじめとする業務について、その重点化、効率化に努め

るとともに一層の充実・強化を図っていく。 

なお、助成業務については、国から運営費交付金等の業務運営に係る補助を受けることなく、主

として貸付事業の収益によってその経費を賄っており、今後とも自主的・自立的運営を進める。ま

た、業務運営に係る費用を上回る収益が出た場合には、私立学校の教職員の研修事業等に対する助

成を行うこととしている。 

 

(2) この中期目標期間中に特に重視すること 

① 補助事業では、私立大学等の現状を踏まえ、補助目的の達成のために効率的な補助金の配分を

行う。 

② 貸付事業では、私立学校の教育条件の充実向上や学校法人経営の安定化のため、適正かつ有効

な貸付を実施する。 

また、学校法人の厳しい経営環境を踏まえ、貸付から回収に至る間のリスク管理機能を強化し

て、事業の安定的かつ効率的な運営を図る。 

③ 経営支援・情報提供事業では、学校法人自身による経営上の問題点の早期発見や自主的な対応

策への早期立案と実行のために学校法人が行う経営改善の取組への支援を強化する。 

また、私立学校の教育条件及び経営に関する情報を蓄積するデータベースのさらなる充実を図

るとともに、私立学校等のニーズに応じて必要な情報を迅速に提供するため、情報収集提供シス

テムを改善する。 

 

 

 

 



(2) 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

１ 私立大学等に対する補助事業 

(1)  文部科学省における補助金制度の見直し等の状況を踏まえつつ、効率的な補助金の交付に向け、

積極的に文部科学省と協議を行うなど配分方法の適時適切な見直しを行う。 

(2)  各大学等に対し、補助金制度への理解を深め、補助金の適正な使用を周知徹底するため、補助

金事務に関する手引書を改訂するなど取組を強化する。 

また、私立大学等のニーズに応じた内容の研修会を毎年度開催するとともに研修会ごとにアン

ケートを実施し、理解度を８０％以上とする。 

(3)  学校法人が行う補助金交付申請手続きの負担軽減を図るため、調査票を簡素化するなど申請方

法の改善を行う。 

 

２ 学校法人等に対する貸付事業 

(1) 学校法人の施設整備計画及び借入ニーズを把握するため、引き続き調査等を行う。 

また、学校法人等の資金需要を満たし、安定した貸付財源を確保するため、引き続き私学振興

債券の発行など、自己調達資金の拡大に努める。 

(2)  学校法人等のニーズ及び民間の融資実態等に対応して、適宜貸付対象となる事業、貸付条件

の見直しを行う。 

(3) 貸付事業の安定的な運営を図るため、引き続き厳格な与信審査を実施するとともに、貸付金等

が確実に回収される態勢の整備に努め、今後の学校法人等の経営の悪化を考慮しつつ、平成２４

年度末の貸付残高に占めるリスク管理債権* の割合を３.０％以下とする。 

① 貸付先法人の信用格付の変化をモニタリングし、早期に経営状況等の変化を把握するととも

に対応策を講じることで滞納の抑制に努める。 

② 貸付先法人のうち長期滞納法人、貸出条件緩和法人及び将来不良債権化が予測される法人に

対して、外部専門家（弁護士、公認会計士等）の助力を得るなど効果的な手段を講じること

により、債権の保全・回収に努める。 

* リスク管理債権とは、破綻先債権額及び６ヶ月以上の延滞債権額に、３ヶ月以上の延滞債権

額及び貸出条件緩和債権額を加えた合計をいう。 

 

３ 学校法人等に対する経営支援・情報提供事業 

(1)  学校法人の経営改善及び安定に向けた取組について積極的に支援するため、経営相談の実施及

び必要に応じたフォローアップを行う。 

また、個別の学校法人の様々な要望に応じて、きめ細かな経営相談を実施するとともに、その

体制の充実を図る。 

 (2)  経営改善計画の作成支援については、次のような取組を行う。 

① 学校法人が自ら経営上の問題点を見つけられる自己診断チェックリストを提供し、取組課題

を早期に認識させ、改善を促す。 

② 私学経営等についての専門的な知見を活用しつつ、経営困難な学校法人の経営改善計画の作

成支援をするとともに、その進捗状況のフォローアップを行う。 

③ 経営改善計画を立案・実行する経営者及び専門スタッフの人材育成を支援する。 

(3) 私立学校の教育条件及び経営に関する情報の利用を促進するため、ホームページの内容を工夫



(3) 

し、利用者が活用しやすいものになるよう改善を行う。 

（4） 私立学校の教育条件及び経営に関する情報を蓄積するデータベースのさらなる充実を図るた

め、情報収集提供機能を改善する。 

① 電子窓口システムを改善し、学校法人の利便性を向上させるとともに、私学団体等に対して

も利用可能なものとする。 

② ネットワークを利用した各種情報収集提供システムについて、機能の追加・拡充を行う。 

（5） 情報収集・調査結果を研究・分析し、ホームページへの掲載や刊行物としての提供を行うとと

もに、これらに関する研修会等を実施することにより、学校法人等に対し積極的な情報の提供を

図る。 

 

４ 受配者指定寄付金事業 

(1)  ホームページ等を活用して学校法人及び企業等への広報活動を強化するなど、受配者指定寄付

金事業の利用促進に向けた取組を行う。 

特に、経済団体や地方公共団体にパンフレットを配布するなど、寄付金制度の周知を図る。 

(2)  寄付金の受入れから配付までの業務の簡素合理化を進め、学校法人が行う申請手続きの負担軽

減を図るため、寄付金業務の電算処理システムを構築する。 

 

５ 学術研究振興基金事業 

(1)  社会のニーズや学術研究に貢献するテーマを的確に把握し、若手研究者の研究に対する資金交

付の充実を図るなど、交付対象事業及び採択基準等の適時適切な見直しを行う。 

(2)  国立情報学研究所のデータベースへ研究成果を収録し公開するなど、広く研究者への普及に努

める。 

(3)  研究課題の採択にあたっては、審査の客観性及び透明性を確保する観点から、引き続き外部委

員による選考委員会において研究分野別の審査を行うとともに、採択状況等を公表する。 

(4)  学術研究振興資金の適正な使用に資するため、取扱の基準を策定し、学校法人に対し周知徹

底を図る。 

(5)  経済界、私学関係者等広く一般に学術研究振興基金事業の意義についての理解と協力を得て、

基金の増額を図るため、ホームページ等を活用して広報活動を強化する。 

 

６ 事業に関する情報開示 

(1)  私立大学等経常費補助金、受配者指定寄付金及び学術研究振興資金の交付先等の事業に関す

る情報については、ホームページ等を活用した積極的な情報開示を行う。 

(2)  公表すべき資料については速やかに開示するとともに、原則として開示と同時にホームペー

ジに掲載する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

業務の進展・変化に対応し、効率的かつ機能的な組織運営を推進するため、必要に応じて組織編

成、人員配置の見直しを行うとともに、私学振興事業本部と共済事業本部の統合に向けた検討を行

う。 



(4) 

２ 経費等の縮減・効率化 

業務運営に関しては、社会情勢の変化等も勘案しながら、業務の徹底した見直し、効率化を進め

るとともに、自己収入の増に努め、平成１９年度予算を基準として、中期目標期間中に一般管理費

については１１％以上、総費用については５％以上の縮減を図る。 

 

３ 契約の適正化 

事業団の締結する契約については、真にやむを得ないものを除き、原則として一般競争入札によ

ることとする。また、「特殊法人における随意契約の適正化の推進について」（平成１９年１２月２

７日付け事務連絡。内閣官房副長官補室から各府省特殊法人担当各位あて。）に基づき、国と同様又

はこれに準じた随意契約見直し計画を策定し公表する。なお、随意契約見直し計画の実施状況を含

む契約の適正な実施については監事による監査を受けるとともに、その契約状況を公表することと

する。 

 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１ 収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現 

(1) 事業年度ごとに収支計画を作成するとともに、当該収支計画に沿った適切な運営に努める。 

(2) その他必要な収益を確保し、適切な財務内容の実現を図る観点から、刊行物の販売及び事務所

内の会議室等の一般利用を促進し、自己収入の確保に努める。 

 

２ 財務内容の管理・運営の適正化 

(1) 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務運営の効

率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、財務内容等の一層の透明性

を確保する観点から、引き続き決算情報・セグメント情報について公表内容の充実を図る。 

また、財務諸表の適正性及び信頼性を高めるため、自主的に導入した公認会計士の監査を継続

する。 

(2) 総合的なリスク管理を行うことや債権の適切な回収を図ることなどにより、財務状態の健全性

の確保に努めることとし、特に信用リスクについては、適正な貸倒引当金の設定を行う。 

 

３ 人件費の削減等 

役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた必要な見直しを進める。 

また、平成２２年度の人件費を平成１７年度（９７０百万円）と比べて５％以上削減することを

目安として所要の取組を行う。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分については削減対

象より除く。なお、人件費の範囲は国家公務員でいう基本給、職員諸手当、超過勤務手当を含み、

退職手当は含まない。 

 

４ 期間全体に係る予算 

別紙１ 

 



(5) 

５ 期間全体に係る収支計画 

別紙２ 

 

６ 期間全体に係る資金計画 

別紙３ 

 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入予定なし 

 

 

Ⅴ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設・設備に関する計画 

別紙４ 

 

２ 人事に関する計画 

(1) 業務執行の効率化を図るため、各事業の業務量や職員の適性を考慮した人員配置を行う。 

(2)  優れた人材を確保するため採用方法の充実を図る。 

(3) 計画的に研修を行うなど職員の資質向上を図る。 

 

３ 研修等助成に関する計画 

私立学校教育の振興上必要と認められる教職員の研修等に対する助成事業の充実を図る。 

 

４ 中期目標期間を超える債務負担 

なし 

 



別紙１

（単位：百万円）

               金               額

    収入の部

政府出資金 0

借入金 201,500

私学振興債券 52,000

貸付回収金 317,995

貸付金利息 65,272

預金利息 16

国庫補助金 1,596,196

受入寄付金 76,145

受入基金 30

基金受取利息 528

雑収入 243

計 2,309,928

    支出の部

貸付金 301,000

借入金償還　（注１） 258,926

借入金利息　（注１） 49,199

私学振興債券償還 12,000

債券利息 5,952

債券発行諸費 192

助成金　（注２） 304

交付補助金 1,596,196

配付寄付金　（注１） 76,145

学術研究振興費 650

人件費 5,611

一般管理費 877

業務経費 2,251

施設整備費 143

長期勘定へ繰入　（注２） 152

雑支出　（注１） 175

計 2,309,778

（注１）

（注２） 前年度の当期総利益の範囲内で予算計上している。ただし、助成金及び長期勘定へ繰入の財源となる前年度
の当期総利益が助成金及び長期勘定へ繰入の予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度として
助成金及び長期勘定へ繰入の支出に充てることができる。

貸付回収金・貸付金利息・受入寄付金・雑収入（補助金に係るもの）の収入金額が予算額に比して増加するとき
は、その増加する金額を限度としてそれぞれ借入金償還・借入金利息・配付寄付金・雑支出（補助金に係るも
の）の支出に充てることができる。

予        算
平成２０年度～平成２４年度予算

日本私立学校振興・共済事業団（助成勘定）

区              分



別紙２

（単位：百万円）

    費用の部

経常費用

業務費 1,734,548

交付補助金 1,596,196

借入金利息 48,975

債券利息 5,921

債券発行費 187

配付寄附金 76,145

学術研究振興費 650

貸倒引当金繰入 840

業務経費 5,632

一般管理費 3,172

雑損 175

費用の部計 1,737,897

    収益の部

経常収益

補助金等収益 1,596,196

貸付金利息 65,016

寄附金収益 76,821

財務収益 16

雑益 243

臨時利益

前期損益修正益 284

収益の部計 1,738,579

税引前当期純利益 682

    法人税、住民税及び事業税 17

当期総利益 665

収  支  計  画

平成２０年度～平成２４年度収支計画

日本私立学校振興・共済事業団（助成勘定）

区              分 金      額



別紙３

（単位：百万円）

    資金支出

業務活動による支出 2,308,960

交付補助金支出 1,596,196

貸付による支出 301,000

長期借入金の返済による支出 258,926

借入金利息支出 49,199

私学振興債券の償還による支出 12,000

債券利息支出 5,952

受配者指定寄付金の配付による支出 76,145

学術研究振興費の交付による支出 650

人件費支出 5,498

その他の業務支出 3,392

投資活動による支出 540,398

譲渡性預金の預入による支出 540,000

有価証券の取得による支出 150

有形固定資産の取得による支出 248

財務活動による支出 457

助成金の交付による支出 304

長期勘定へ繰入れによる支出 152

計 2,849,816

次期中期目標期間への繰越金 14,599

    資金収入

業務活動による収入 2,309,898

国庫補助金収入 1,596,196

貸付金の回収による収入 317,995

貸付金利息収入 65,272

長期借入による収入 201,500

債券の発行による収入 52,000

受配者指定寄付金の受入による収入 76,145

基金利息の受取額 528

その他の業務収入 243

利息の受取額 16

投資活動による収入 540,298

譲渡性預金の払戻による収入 540,000

有価証券の償還及び売却による収入 298

財務活動による収入 30

民間出えん金の受入による収入 30

政府出資金の受入による収入 0

計 2,850,226

前期中期目標期間よりの繰越金 14,189

資  金  計  画

平成２０年度～平成２４年度資金計画

日本私立学校振興・共済事業団（助成勘定）

区              分 金        額



別紙４ 

施設・設備に関する計画 

平成 20年度～平成 24 年度施設・設備計画 

  日本私立学校振興・共済事業団（助成勘定） 

 

                                                            （単位：百万円） 

施設・設備の内容 金       額 備               考 

（24 年度） 

本部棟施設の改修工事 

宿舎施設の改修工事 

計 

 

８６ 

５７ 

１４３ 

 

 

 


